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＋R 学部奨学金は、学部の教育課程において良好な成績をおさめ、所属する学部の教学的

取組みにおいて優れた成果を上げたと認められる学生を励ますことにより、学業の奨励お

よび有為な人材の育成に資することを目的としています。様々な学習を通して、問題意識を

持ち、それを発展させて学習テーマを追求し、結果や成果を出す学生を奨励します。 

食マネジメント学部では、本要項に基づき募集・選考を行います。 

 

１．食マネジメント学部が＋R 学部奨学金において求める学生像 

以下の学生像に即して、具体的な活動をしてきた者。 

（１）食に関する広い関心を持ち、多様な視点を相互に関連付けて食を理解しようとする意

欲と態度を持つ。 

（２）経済・経営に関する知識を中心に、幅広い学問分野の知識を身に付けることによって、

食に関する国内外の諸事象を理解できる。 

（３）食に関する国内外の課題解決のために、倫理的な態度と責任感を持って、他者とコミ

ュニケーションを取りながら協働できる。 

（４）食に関する国内外の課題を発見・設定し、その課題に向けて社会での実践的な行動に

移すことができる。 

（５）食に関する多様な考え方を関連付けて理解・分析した上で、自分の考えを明確にして

発信することができる。 

 

２．対象とする取り組み 

正課・正課外問わず、「食」に関する課題に対して優れた成果を挙げた学生個人を対象と

する。 

※本奨学金は個人としての活動を対象としています。グループ内で活動をしたとしても、

個人としてどのような活動をしたかについて明確に書いてください。 

■取り組みの例 

・外部の大会・コンペ（例：地域おこしの計画、レシピ開発）等にて表彰や入賞をした。 

・正課外で地域社会や NGO 等での活動により優れた成果を残した。 

・学会・研究会において、発表またはそれに順ずる成果発信を行った。 

・小集団授業の中で特に優れた成果を残した。 
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３．募集概要  

 採用人数：1～4 回生 合計 10 名 

給付金額：1学生あたり 15 万円 

出願受付期間：2027 年 1 月 8 日（金）～19 日（火） 17：00 （募集は年度 1 回のみ） 

・本奨学金は、卒業時までに 2 回まで受給することができるが、同じ活動内容で申請をする

ことはできない。 

・他の奨学金との併給は可能である。 

・停学の懲戒を受けた者は、懲戒の期間が含まれる年度の出願をすることができない。 

 

４. 出願資格 

 出願時に在学または留学していること。 

 

５．応募方法 

所定の申請書および証明ができる資料を、提出すること。 

（１）申請書記載内容 

・成果をあげた取り組みの内容 

（取り組みの成果・実績・効果、当初計画に対する達成度などを記載） 

・取り組みを通じて得たことの今後の活かし方 

 

（２）提出期日・提出先 

  2027 年 1 月 8 日（金）～19 日（火） 17：00 

  食マネジメント学部事務室へメール提出 cgs001@st.ritsumei.ac.jp 

  ※メールの件名は「＋Ｒ学部奨学金の申請 氏名」とすること。 

  ※過去に本奨学金を受給したことのある者は、その旨をメール本文に記載すること。 

 

６．選考基準 

以下の選考基準にもとづいて採用する。 

・求める学生像に即した取り組みであるか。 

・取り組み内容の明確性、計画に対する達成度合い、優れた成果を挙げたか。 

・今後の発展性が期待されるか。 

 

７．結果の通知・給付送金 

受給の決定および受給の手続きを RITSUMEIKAN STUDENT PORTAL（manaba+R に変わる新学

生ポータル）もしくは学内メールにて通知する。 

通知日：2 月中旬（予定） 

 受給決定し、手続きを完了した者に対して、給付金額全額を一括して給付。給付は、本人
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名義の銀行口座への振込み。詳細は結果通知の際に通知する。 

 

８．奨学生に求めること 

周囲の学生の学びと成長の模範となるように、以下のことを求める場合がある。 

・取り組み内容・氏名をホームページなど広報媒体での公表。 

・活動報告会等における発表。 

 

９．奨学金の取消・返還について 

学部長は受給者が以下のいずれかに該当する場合は奨学金の給付を取り消すことができ

る。 

・正当な理由なく所定の日までに受給手続を完了しなかったとき。 

・停学の懲戒を受けたとき。 

・その他学部長が受給者としてふさわしくないと判断したとき。 

以上  


